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吐魯番出土文物研究会会報
990年 1月 1日

吐魯番出土文物研究会

第 28号
特集・敦埋出土陶

纏・陶鉢銘(1 ) 

敦短出土四~五世紀陶纏・陶鉢銘集成(1 ) 
一附、書道博物館所蔵三世紀陶櫨銘一

闘尾史郎・町田隆吉編

【はじめに】

甘粛省の敦煙では、漢代より唐代に及ぶ多数の墓群の存在が確認されているが、このうち敦埠県域

の東方から東南にかけての地域に散在する四~五世紀の墓群からは、墨や朱で書かれた銘文を有する

陶躍や陶鉢が出土している。一般にこの銘文を鎮墓文と呼んでいるが、それはこれが紀年を冒頭にお

き、被葬者の姓名、被葬者を弔う文言と続く書式を有しており、かっその陶纏や陶鉢が棺内にある被

葬者の頭部上方、腹部、および足先といった決められた位置に置かれていたためである。したがって

との銘文は単に被葬者を確定するための資料となるばかりではなく、それが書かれた陶纏や陶鉢とと

もに、この時期の敦埋における葬送習俗の一端をうかがわせる貴重な文物なのである。

しかしながら、いまわたしたちが課題としている吐魯番出土文物のなかに、かかる文物を見い出す

ことはできない。同時代の吐魯番の阿斯塔那、暗投和卓両地区の墓群について、その被葬者を確定す

る際に資料となるのは多くの随葬衣物疏と、若干の墓碍や枢銘である。なかでも随葬衣物疏は吐魯番

における葬送習俗の一端を示しており、乙の点において敦埋における胸躍や陶鉢の銘文に匹敵する機

能を果たしていたと考えるととも不可能ではない。随葬衣物疏に代表される吐魯番における葬送習俗

について考察しようとする場合、これら敦埠で出土した陶纏や陶鉢の銘文との比較検討が試みられる

所以もことにある。

ととろで四~五世紀といえば、敦短は前涼から北涼に至る「五胡j諸政権の支配を経て、北競の版

図の西北辺となった時期である。一方吐魯番はといえば、敦僅とほぼ等しく「五胡J諸政権の支配を

受けたあと、北諒の亡命政権を経て高昌国が成立した時期に相当する。両地域を支配した「五胡」諸

政権の輿亡はまことに目まぐるしく、くわえてほとんどの政権が華北や江南の王朝に臣従するものだ

から、両地域は非常に複雑な政治的な環境のなかにおかれることになった。このような両地域をめぐ

る政治的な環境、そして両地域の政治的な動向をあとづけようとするとき、有力な手がかりを提供す

るのが、出土文物に記された元号なのである。陶纏や陶鉢の銘文の冒頭にみえる元号もその例外では

ないばかりか、吐魯番出土文物からは得られない貴重な情報を提供してくれる。

敦埋から出土した陶躍や陶鉢の銘文の意義はさしあたりこの二点に要約されようが、かつて町田は

主として前者の立場から 1¥ また闘尾は後者の立場から考察の機会をもったととがある 2)。しかしそ

の後、最近の発掘調査の結果が発表され、新たな銘文も何点か紹介されるに至ったのでS¥あらため

て確認できる範囲で全ての銘文につき、ここに一括してその録文を掲載するととにしたしだいであ

る4にとはいっても、写真や模本が公表されているのはごく一部にすぎず、その写真も多くは鮮明に

欠けるものばかりなので、調査報告や先行研究の釈読に全面的に依存しなければならなかったものも

少なくない。関係の諸機関、ならびに研究者には鮮明な写真の速やかな公表や研究の進展を要望する
ものである。



【註】

1) 町田隆吉「敦埋出土四・五世紀陶纏等銘文について一中国古代における葬送習俗に関する覚え

書き一J (Ii'研究紀要.!I (東京学芸大学附属高等学校大泉校舎〉第一O集、一九八六年)。なお

棺内における陶躍・陶鉢の位置、また銘文の内容については、町田のとの論稿を参照されたい。

2) 闘尾史郎「前涼「升平j始終ー『吐魯番出土文書』割記(二)ーJ (Ii'集刊東洋学』第五三

号、一九八五年)。なお侯燦氏(新彊師範大学歴史系)も「晋至北朝前期高昌奉行年号証補J

( Ii'南都学壇』一九八八年第四期)で、陶耀・陶鉢の銘文にみえる紀年に着目しているが、なお

恋意的な利用にとどまっている(この点については、闘尾「吐魯番文書にみえる四・五世紀の元

号再論J (下) (本誌掲載予定〉、参照)。

3) 敦埋県博物館考古組・北京大学考古実習隊「記敦短発現的西晋、十六国墓葬J (北京大学中国

中古史研究室編『敦埠吐魯番文献研究論集』第四輯、北京北京大学出版社、一九八八年)。

4) 池田温「中国歴代墓券略考J (東京大学東洋文化研究所編『アジアの社会と文化.!I 1 東京大

学出版会、一九八二年)には、本稿のAとBの一部の録文が上げられている。また近年の富谷至

「黄泉の国の土地売買一漢説六朝買地券考一J (Ii'大阪大学教養部研究集録.!I (人文・社会科

学〉第三六輯、一九八八年)には、後漢代の陶纏銘文とその意義に関する言及がある。

【 凡 例1
1 .銘文の掲載順序は、その陶曜・陶鉢が出土した墓群の調査年次(陶纏・陶鉢が出土した年次)で

ある。また調査年次が同じ場合は、出土した墓の番号順にしたがい、同ーの墓から出土したものに

ついては、陶曜、陶鉢の順序で掲載した。また最後に参考として、東京の書道博物館に所蔵されて

いる三世紀の陶曜の銘文(二点)もあわせて掲載した。本号に掲載するのは、その前半部分であ

り、後半については次号に掲載の予定である。

2.銘文を有する陶櫨・陶鉢の名称、については、銘文に見える紀年(被葬者の没年)と被葬者の姓名

を用い、陶曜と陶鉢の区別については、調査報告によった。ただし本稿で陶櫨としたもののなかに

は、銘文に「瓶Jとあるものもあり、厳密には曜と瓶、および聾を区別すべきであるが、正式な発

掘報告が公表されていない現時点では、かえって誤解を招くおそれもあるので、とりあえず本稿で

は陶躍に統ーした。

3.名称、のほかに、出土文物としての整理番号、墨と朱の別、銘文の行数、および写真、模本、録文

などの出典(いずれも代表的なもののみ)を示した。なおこの出典の略称、については、以下のとお

りである。

夏 :夏 晶「敦短考古漫記J (一) Ii'考古通訊』一九五五年創刊号

敦 研:敦埋文物研究所考古組(馬世長・孫国埠) r敦埠晋墓J Ii'考古』一九七四年第三期

敦博:敦埋県博物館(韓成・張仲) r敦埋傍爺踊湾五諒時期墓葬発掘簡報J Ii'文物』一九

八三年第一O期

北 大:敦僅県博物館考古組・北京大学考古実習隊(張小舟) r記敦埠発現的西晋、十六国墓

葬J北京大学中国中古史研究室編『敦煙吐魯番文献研究論集』第四集 北京・北京大学出

版社一九八八年

書 博:書道博物館編『書道博物館陳列目録一中村不折コレクションー』書道博物館

中 村:中村不折『属域出土墨賓書法源流考』上冊西東書房一九二七年

岡 崎:岡崎 敬「考古学上よりみた敦埋J (上) Ii'講座敦埋』第二巻(敦煙の歴史) 大東出

版社一九八O年

白 須:白須挿員 rIi'吐魯番出土文書第一冊』ーその紹介と紀年の考察一J Ii'書論』第一八号

一九八一年

池 田:池田 温「中国歴代墓券略考」東京大学東洋文化研究所編『アジアの社会と文化.!I ] 

nfzM 



東京大学出版会一九八二年

富 士:東京富士美術館編『中国敦埠展図録』東京美術博物館一九八五年

町 田:町田隆吉「敦健出土四・五世紀陶躍等銘文について一中国古代における葬送習俗に関す

る覚え書き-J Ii'研究紀要.!l (東京学芸大学附属高等学校大泉校舎)第一0集 一九八六

年

4.銘文の釈読は、写真や模本が公表されているものについては、これを参考にして調査報告や先行

研究のものを一部あらためたが、それ以外のものについては、原則としてそれぞれの調査報告に従

った。なお先行の釈読に対する疑義や、それとの異同については、註記によって示した。また編者

自身のかつての釈読と相違するものについては、本稿における釈読をもって定稿としたい。

5.録文中、確定できない文字については、後方に?を付し、異体字や別字の本字、ならびに推補し

た文字については、上方の括弧内に示した。また文中のJは改行箇所を示す。とのほか口とE二コ
は判読不能を示すが、前者は文字数が明確なもの、後者は文字数が不明確であること(三字以上)

を意味する。

【敦埋出土四~五世紀陶纏・陶鉢銘集成 I】

A 一九四四年敦煙県{弗爺廟東区出土

I 年次未詳H 霊室盈陶擁銘(ー) (1001号墓出土朱書・行数不明 〈写〉夏、図版童-5 (録

〉夏、六頁岡崎、四五二頁池田、二七六頁町田、一一二頁註4)

(魁)

霊室盈、汝自薄2)命蚤終、毒窮算壷。死見八鬼九攻、太山長関?、汝自往臆之。苦莫相念、業莫相

思。従別以後、無令死者注3)於生叫人。嗣雌社伏、徴於郊外。千年高議、乃復得会。如律令。

1)池田、晋(三~四世紀)とする。 /2)池田は、薄、算、および九の下で改行を示すjを入れる

が、写真からは改行を確認することができなかった。 /3)池田、注を往に作るが、夏に従う。

またC-IV、四、および次号のD-X、参照。 /4)夏、岡崎、池田、生を主に作るが、文意が

通じない。

H 年次未詳霊室己陶纏銘(二)1) (1001号墓出土朱書・行数不明 〈録〉夏、六頁池田、二七六

頁)

(魁)

霊室日、汝自 2】命蚤終、書第算量。死見八鬼九攻、太山長閲?、汝自往臆之。苦莫相念、業莫相

思。従別以後、無令死者注於生人。嗣雌社伏、徴於郊外。千年高歳、乃復得会。知律令。

1)これについては、全文が紹介されているわけではない。夏、六頁に「両雄幾全相問、僅人名第

三字似不問、第五(六の誤り、編者)字ー纏脱落ー“薄"字」とだけある。したがって、 ( 

一)の註はいずれもこの(二)にも当てはまる。 /2)註1)、参照。自の下、薄あるべし。

B 一九六O年敦埠県新居蔓付近出土

I 藍盈丑圭十三(三六九)年間正月担止室陶瞳銘(一)(60M1: 26 墨書・六行 (写〉岡崎、四五

六頁写真6 富士、五七 (模〉敦研、一九六頁図一三一 1 (録)敦研、一九八頁 岡崎、

四五五頁~四五六頁 白須、一三六頁~一三七頁池田、二七七頁富士、五七)

(閏) (氾) (瓶)

丑歪十三年」潤月甲子け j朔廿ー幻壬寅、」量弘妻」担竺IC.，室、」五穀腫叫。」

1)同年間正月の朔日の干支は壬午、甲子は誤り。 IIも同じ。 /2)ーの下、日あるべし。 /3)敦

句、υ



研、 iEを記に作り、岡崎、白須、池田、富士は氾に作る。 II、皿も同じ。 /4)敦研、岡崎、白

須、富士、臨を瓶に作る。 IIも同じ。

H 芭盈丑呈十三(三六九)年間正月担企室陶櫨銘(二)(60M1:27 墨書・七行 (写〉岡崎、四五

六頁写真 6 (模〉敦研、一九六頁図一三一 2 (録〉敦研、一九八頁 白須、一三六頁~一

三七頁池田、二七七頁町田、 -0三頁)

(氾) (瓶)

丑呈十三年j閏月甲子J朔廿一日壬」寅、量弘」妻担企」室、盛五J臨レ穀。 J

皿 年次未詳陶鉢銘 (60M1: 4 墨書・九行 {模)敦研、一九六頁図一三一 3 (録〉敦研、一九七

頁町田、 -0四頁)

(注) (氾)

天注・」地注・」口口・ J氾?注」・立1)注」・猫注」・風注.J火注・ J人注。 j

1)敦研、立を玄に作る。

C 一九八O年敦埋県悌爺廟湾出土

1 !!s盈塁王六(四O五)年正月量豊陶櫨銘(ー)(80Ml:32=南棺出土朱書・一六行 (写〉富士、

六二 (録〉敦博、五七頁富士、六二町田、ー0五頁)

(笑)

塵王六年正月」水未朔廿七日己酉、」敦煙郡敦建牒1)J裏盤昌主lJ里蓋輔、字」箆盛身死。今下」

(鉛)

斗2)瓶・口3)人・五j穀瓶叫、首5)J重6)地上生J人。青烏子告、」北辰詔、令死j者自受其J挟

罰、不7)J加繭移娘轄」答、遠8)輿9)他里。」如律令。」

1)富士、牒を脱す。 /2)富士、斗を什に作る。 /3)富士、口を脱す。あるいは鉛と釈読すべき

か(IIも同じ) 0 /4)富士、瓶を脱す。 /5)富士、富の下に口を入れる。 /6)富士、重の下に

復を入れる。/7)富士、不の下に口を入れる。 /8)敦博、富士は遠を遂に作るが、 D-Iの模

本に従って改める。以下、同じ。 /9)富士、興を輿に作るが、これが誤りであることについて

は、町田、 -0五頁、参照。

II !!s速塵王六(四O五)年正月彊彊陶櫨銘(二)(80M1: 33=南棺出土 朱書・一六行、改行個所不明

〈録〉敦博、五七頁)

(美) (鉛)

塵壬六年正月水未朔廿七日己酉、敦煙郡敦埋賑東郷自利里張輔、字盤盈身死。今下斗瓶・口人・五

穀瓶、首重地上生人。青烏1)令口口口口口口口口」口県口口口J口口口死?J北?口口口」口口

口口」如律令。 J

1)烏の下、子あるべし。

田 直速塵圭六(四O五)年正月彊盟陶鉢銘 (80M1:34=南棺出土朱書・一六行 (写〉敦博、五九

頁図二五 (模〉敦博、五七頁図一六 (録)敦博、五七頁町田、一O五頁)

-4-



(突)

塵王六年正月水未朔J廿七日己酉、塾皇霊」敦埠麟東郷目利」里量輔、字箆盤、」薄命早終、菓j

(蓋) (解)

蓋書窮。時」値八魁・九攻。今」下斗瓶、用嘗重」復。僻天注・地」注・人注・鬼注・議J注・月

(苦)

注・日注・時注。 J築莫相念、口」莫相思。生人前」行、死人却歩。 J生死不得相口J侠?。如律

令。」

W 主連茎盤十(四二一)年八月基盤盛妻益萱陶纏銘 (80M1: 6=北棺出土 墨書・二二行 〈写〉敦

博、五九頁図二三 富士、六四 〈模〉敦博、五七頁図一五 (録〉敦博、五七頁~五八頁、

富士、六回、町田、 -0五頁~ー0六頁)

(静) (鉛)

茎盤十年八月丁J丑朔廿六日壬J寅、彊箆盤妻J法皇之弼1)0 J今下斗2)瓶・五穀・ J訟人、用?

嘗重J復地上生人。 J青?烏子告、 J北辰詔、」令S】死J者自受J其娘罰、 J不繭加4)、J不得註

」件生」人引、移J娘輔」答。遠J与6】他」里。急」々 η 如」律令。」

1 )敦博、富士、明;を身に作る。 Vも同じ。またとの下、死あるべし。 /2)富士、斗を什に作る。

/3)富士、令を今に作るが、乙れが誤りであることについては、町田、ー0六頁、参照。 /4)

C-Iでは加繭となっていたが、加も繭も首(あてる)の意なので、繭加でも誤りではないだ

ろう。以下、同じ。 /5)r不得注件生人jの六字、あるいは誤って挿入されたか。 /6)富士、

与を輿に作る。 /7)敦博、富士、々を急に作る。

V 主連茎盤十(四二一)年八月基盤盈妻量豊陶鉢銘 (80M1:8=北棺出土 墨書・一三行 〈写〉敦

博、五九頁図二四 (模〉敦博、五七頁図一七 (録)敦博、五八頁町田、 -0六頁)

(静)

茎盤十年八月丁J丑朔廿六日壬寅、」蓋益主主之島号」死。日 1】不時?。適」値八魁・九枚。」天注・

(注) (時) (如)

地注・歳」口・月注・日注」・口注。汝書」仁二コ窮」仁二コJC二コ得」仁二コJC二コ律令.J 

1)敦博、日を脱す。

VI 箆速盤担八(三九六)年閏三月埋立量l陶曜銘(ー) (80M3:6=東棺出土 朱書・一三行、改行個所

不明 〈録〉敦博、五八頁)

(嘉) (女)

瞳盈八年聞け甲辰朔六日己酉直2)執、盟ヱ旦劃身死。自往S)臆之。仁二二=二二二二二二二二--

{急々 ?)

二コ、生人前行、死人却歩。道異、不得相撞。口口4)如律令。

1)閏の下、三月の二字あるべし。 /2)敦博、直を重に作るが、それが誤りであることは、町田、

註(10). (22)、参照。 VIIも同じ。 /3)敦博、往を注に作るが、 A-I、次号のD-IV、Xなど

から往とする。四、四も同じ。 /4)敦博、判読不能を一字分とする。

四盆盈艶担八(三九六)年閏三月盟主量rr陶曜銘(二)(80M3: 15=東棺出土朱書・ -0行 (模〉敦

博、五七頁図一四 (録〉敦博、五八頁町田、 -0四頁~ーO五頁)

r内
u



(嘉) (厭解)

瞳却八年間月J甲辰朔六日己酉」直執、盤主量n侶J死。自往膝之。今」煩僻1)天注・地注・」歳注

-月註・日注・ J時注。生人前行、」死人却歩。生死道異、不得相」撞?。急々引如律令。」

1)巌と餅はそれぞれ厭と解の異体字と考えられるが、解釈は今後の検討に委ねたい。以下、同

じ/2)敦博、々を急に作る。

四 菌室盛玄五(三七五)年十月題全墜陶躍銘(ー)(80M3: 13=西棺出土朱書・二一行 〈写〉敦

博、五九頁図二六 〈模〉敦博、五七頁図一八 (録)敦博、五八頁 町田、 -0四頁)

(汝) (早) (蓋)(書) (見)

盛室五年J十月実酉朔J、控全盛死。」日不時、口」自薄命」口終、莫蓋」口窮。汝死、 J口口口

(従

復八」魁・九攻、太」山長問1)、見」死者盤全」盤、自往慮」之口。苦莫J相念、繁」莫相思、口

) (令) (於生)(人) (盟社)(伏)

J別以後、無口」死者注目口」口。嗣口口Z)口口5)J口外。千世、死」者乃不得。」急々叫如律令

1) A - 1、次号のD-Xなどでは「太山長閲」とあるので、あるいは聞は聞の誤りか。 IXも同

じ。 /2)敦博、化?に作る。 /3)敦博、第一八行末尾の口を一字分とする。 /5)敦博、急々の

二字を倉?に作る。

IX 芭速盛室五(三七五)年十月撞全盛陶樺銘(二)(80M3: 14=西棺出土 朱書・一九行、改行個所不

明 (録〉敦博、五八頁)

(熊) (莫蓋)

昼室五年十月口口口、盤全口、口口薄命早終、口蓋白書窮。汝死、見口復口口八魁・九攻、太山 1)

問、口死仁三二二二二=二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二コ得仁

二二コ如律令。

1 )山の下、長あるべし。

X 直盈盛去五(三七五)年十月題全盛陶鉢銘 (80M3:19=西棺出土 墨書・一八行 〈録)敦博、五

八頁町田、ー0四頁)

盛室五年仁二二二二二二二二二二二二コ時之仁二二二二二二二二コ注・仁二二コ注・鬼口注口口行

仁二コ注仁二二コ注仁二コ検口生人前行、死?人?却?歩?仁=二二二二二二二二二二二二コ生

口急如律?令。

(未完)
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